
ご協力
ありがとう
ございました！

［5ページにワクチン職域接種関連記事］

URL http://www.tamana-cci.or.jp   E-mail  tamana@tamana-cci.or.jp
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第60回 熊本県下商工会議所
　役員議員大会報告
熊本県商工会議所連合会 県知事に要望
知って得する助成金・補助金
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１
株式会社 龍旺設備
前田　竜士郎
株式会社 龍旺設備
前田　竜士郎

玉名市岱明町高道323-5
建設業

よろしくお願いします。よろしくお願いします。

会員情報
（所在地や代表者など）に変更・訂正がある場合は、
総務課（Tel 72-3106）までご連絡ください。

株式会社 玉設
大下　綱紀
株式会社 玉設
大下　綱紀

玉名市岩崎1050
管工事業

よろしくお願いします。よろしくお願いします。
2

第一生命保険株式会社熊本支社玉名営業オフィス
濵本　貴至
第一生命保険株式会社熊本支社玉名営業オフィス
濵本　貴至 玉名市高瀬271-2

生命保険販売よろしくお願いします。よろしくお願いします。
3

村田建工
村田　秀德
村田建工
村田　秀德

玉名市大浜町714
建設業

よろしくお願いします。よろしくお願いします。
6

株式会社　wiZ
村上　澄也
株式会社　wiZ
村上　澄也

玉名市滑石3707-1
光触媒コーティング

よろしくお願いします。よろしくお願いします。
7

55

株式会社 カワカミ蓮根
川上　大介

玉名市滑石3337-3
農業生産法人

玉名を元気に！
4

有限会社 シンセイ物流
髙尾　雪子
有限会社 シンセイ物流
髙尾　雪子

玉名市下860-4
運送業

よろしくお願いします。よろしくお願いします。

令和３年７月～９月受付（順不同・敬称略） 事業所名・代表者・住所・事業内容・一言PR

特定商工業者制度について

　本商工会議所の地区内の営業所等のうち、次のい
ずれかに該当される方は特定商工業者に該当します。

①常時使用する従業員の数が20人
　（商業･サービス業は5人）以上の事業所
　　　　　　　　　　または
②資本金額または払込済出資総額が
　300万円以上である事業所が対象になります。

　該当される事業所の皆さまにつきましては、今年
は11月中旬頃に負担金のご案内をさせていただ
きますので、納入にご協力をお願い申し上げます。

●法定台帳とは？
　商工業者の実態を調査し、作成する台帳のこ
とです。国や県、市は法定台帳に基づいてその
実態を把握し、商工業の発展・振興に役立てて
おります。

●負担金とは？
　商工会議所が法定台帳を作成・管理・運用して
いく上での必要最低限の経費として、特定商
工業者の過半数の同意をもとに、県知事の許
可を受けて負担いただくものです。玉名商工
会議所管内では、年間2,000円をご負担いた
だいております。

※商工会議所法（抜粋）
法定台帳の作成 （第十条）　商工会議所は、成立の日から一年以内に、特定商工業者について政令で定める事項を登
録した商工業者法定台帳（以下「法定台帳」という。）を作成しなければならない。
負担金（第十二条）　商工会議所は、法定台帳の作成、管理及び運用に要する経費に充てるため、政令の定めるところ
により、経済産業大臣の許可を受けて、特定商工業者に対して、所要の負担金を賦課することができる。

（会報に特定商工業者法定台帳を同封しております。ご記入
後、ご返信のご協力をお願いいたします。）

　商工会議所では商工会議所法に基づき特定商工業者法定台帳を作成し、それを管理しなければ
ならないと定められております。

カタログ・ポスター・カレンダー・
DM・PR誌・会社案内・パッケージなど
各種印刷物の企画制作などを通じて、
お客様の販売促進をお手伝い致します。

本　　　社　熊本県玉名市寺田123-1 TEL（0968）73-2055 FAX（0968）72-3504

大 分 支 社　大分市広瀬町二丁目3番40号 TEL（097）546-6677 FAX（097）546-6655

新入会員ご紹介ど う ぞよ ろ し く !ど う ぞよ ろ し く !ど う ぞよ ろ し く !
（2）令和３年10月15日



　当所では、現在会員を募集中です。お取引先やお知り合いの方で当所会員に
ご入会されていない事業所がございましたら、ご紹介いただきますようお願い
申し上げます。会員の皆様のご一報をお待ちいたしております。

“商工会議所はあなたの
経営パートナーです” 会員募集中会員募集中 入会金：無料

年会費：法人 8,000円～
　　　　個人 4,000円～
商工会議所の会費は経費として損金計上できます。

お問合わせ先　玉名商工会議所 総務課　TEL 72-3106　FAX 72-3110

玉名商工会議所
入会のご案内

第
60
回 

熊
本
県
下
商
工
会
議
所
役
員
議
員
大
会
報
告

Ⅰ．長期化するコロナ禍における経済対策
　（１）事業継続を支える資金繰りをはじめとした各種支援策の継続・拡充
　（２）コロナ禍における飲食店への支援
　（３）業態転換に向けた取り組みへの支援
　（４）新製品・サービス開発および新たな販路開拓に向けた取組への支援
　（５）中小企業・小規模事業者の生産性向上のためのデジタ

ル対応への支援拡充
　（６）事業承継・事業引継ぎのさらなる機能強化
　（７）中小・中堅企業の財務基盤強化や雇用維持に資する税制措置
　（８）中小企業・小規模事業者や地域経済の窮状を考慮した

最低賃金の決定
　（９）適格請求書等保存方式（インボイス制度）の廃止を含めた検討
　（10）消費税転嫁対策特別措置法終了（２０２１年３月）後の

価格転嫁対策の継続
　（11）商工会議所の支援体制の強化等

　
Ⅱ．社会資本整備・開発構想の促進
　１．社会資本整備
　（１）高速道路網及び主要道路網の整備について
　（２）熊本県内の港湾整備促進について
　（３）阿蘇くまもと空港の国際化推進並びに防災拠点としての機能強化
　（４）熊本都市圏の渋滞緩和策について
２．開発構想の推進
　（１）島原・天草・長島架橋構想及び九州西岸軸構想の実現について
　（２）八代・天草シーラインの実現に向けた推進について
　（３）やつしろ物流拠点構想の推進について

Ⅲ．地域・観光振興の促進
　１．観光産業の事業継続および需要回復に向けた支援
　　（１）観光産業の事業継続に向けた支援
　　（２）観光産業の需要回復と受入体制強化のための支援
　２．国内航空路線の供給量回復に向けた支援
　３．阿蘇の観光回復
　４．くまモンポート八代の利活用について
　５．「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」の世界文化遺産

登録に伴う天草観光ルート開発による活性化策について
　６．令和３年度のユネスコ無形文化遺産の提案候補に選定され

た「野原八幡宮風流」の観光支援としての活性化支援（新規）
　７．エコパーク水俣の活用に伴う施設の充実について

Ⅳ．「令和２年7月豪雨」災害からの復旧・復興支援

令和3年度要望

玉
名
商
工
会
議
所

表
彰
者
の
紹
介

　

８
月
３
日
（
火
）
に
熊
本
県
商
工

会
議
所
連
合
会
主
催
の
第
60
回
熊
本

県
下
商
工
会
議
所
役
員
議
員
大
会
が

ホ
テ
ル
日
航
熊
本
に
て
開
催
さ
れ
、

玉
名
商
工
会
議
所
は
有
明
保
健
所
管

内
で
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感

染
急
拡
大
を
鑑
み
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で

の
大
会
参
加
と
な
り
ま
し
た
。

　

本
年
度
の
要
望
案
に
つ
い
て
は

「
長
期
化
す
る
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る

経
済
対
策
の
継
続
・
拡
充
」、「
地
域
・

観
光
振
興
の
促
進
」
を
は
じ
め
と

す
る
27
項
目
全
て
に
お
い
て
満
場
一

致
の
決
議
が
な
さ
れ
ま
し
た
。
併
せ

て
予
定
さ
れ
て
い
た
功
労
者
・
永
年

勤
続
者
表
彰
に
つ
き
ま
し
て
は
、
熊

本
県
商
工
会
議
所
連
合
会
よ
り
表

彰
状
と
記
念
品
が
後
日
授
与
さ
れ

ま
し
た
。
受
賞
さ
れ
た
皆
様
方
に

お
か
れ
ま
し
て
は
、
日
々
の
商
工
会

議
所
活
動
へ
の
ご
理
解
・
ご
協
力
を

賜
り
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

（
役
職
名
等
は
８
月
３
日
現
在
）

敬
称
略　

永
年
勤
続
者
表
彰
（
議
員
）

《
10
年
以
上
勤
続
者
》

◆
議　

員　

有
田　

聖
一　

◆
議　

員　

大
村　
　

一
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行
事
予
定
10
月
〜
1
月

10
月

12
日（
火
）

15
日（
金
）

17
日（
日
）

24
日（
日
）

27
日（
水
）

11
月

９
日（
火
）

10
日（
水
）

21
日（
日
）

23
日（
火
・
祝
）

12
月

１
日（
水
）

８
日（
水
）

14
日（
火
）

19
日（
日
）

28
日（
火
）

1
月

４
日（
火
）

11
日（
火
）

総
務
委
員
会

広
報
・
福
祉
厚
生
委
員
会

湯
け
む
り
朝
市

第
2
2
3
回 

珠
算
検
定
試
験

地
域
経
済
活
性
化
委
員
会

総
務
委
員
会

日
本
政
策
金
融
公
庫 

定
期
相
談
会

社
会
保
険
労
務
士
相
談
会

第
1
5
9
回 

簿
記
検
定
試
験

湯
け
む
り
朝
市

　
　
「
玉
名
大
俵
ま
つ
り
」 

…

 

『
魂
来
名
の
儀
』『
米
俵
積
み
出

し
の
式
』の
み

★
上
旬
に
正
副
会
頭
会
議
を
開
催

正
副
会
頭
会
議

社
会
保
険
労
務
士
相
談
会

総
務
委
員
会

日
本
政
策
金
融
公
庫
定
期
相
談
会

湯
け
む
り
朝
市

仕
事
納
め

仕
事
始
め

総
務
委
員
会

日
本
政
策
金
融
公
庫 
定
期
相
談
会

★
上
旬
に
正
副
会
頭
会
議
を
開
催

★新型コロナウイルス感染症の状況等により、日程変更、延期または中止の可能性があります。

正
副
会
頭
会
議

令
和
３
年
７
月
７
日（
水
）

①
７
月
・８
月
の
行
事
予
定

・
対
応
者
等
を
確
認
し
た
。

② 

『
共
同
職
域
接
種（
仮
）』に
つ
い
て

・
予
備
調
査
の
結
果
報
告（
2
0
0
事
業

所
・
1
6
0
0
人
以
上
が
接
種
を
希
望
）

・
ワ
ク
チ
ン
の
供
給
が
滞
っ
て
い
る
た
め
、本
件

は一
旦
保
留
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

・
市
、県
と
の
連
携
を
密
に
し
、今
後
の
状
況

を
所
内
で
も
速
や
か
に
共
有
す
る
。

・
予
備
調
査
回
答
事
業
所
へ
の
連
絡
文
書

を
準
備
し
て
お
き
、遅
滞
な
く
対
応
す
る
。

③
執
行
部
・
議
員
懇
談
会
に
つ
い
て

・
今
年
度
の
開
催
概
要
に
つ
い
て
協
議

・
今
年
度
も
１
号
議
員
、
２
号
議
員
に
分

け
て
開
催
す
る
。

・
１
号
議
員
懇
談
会
は
、10
月
6
日（
水
）12

時
か
ら
。正
副
会
頭
会
議
の
時
間
帯
を
調

整
す
る
。

④
高
瀬
蔵
テ
ナ
ン
ト
家
賃
減
免
継
続
の
是

非
に
つ
い
て

・
各
テ
ナ
ン
ト
の
経
営
状
況
ヒ
ア
リ
ン
グ

結
果
を
踏
ま
え
、
減
免
期
間
を
３
ヵ
月

延
長
す
る
。

・
当
該
期
間
満
了
時
に
再
度
協
議
す
る
。

令
和
３
年
８
月
４
日（
水
）

①
８
月
・９
月
の
行
事
予
定

・
対
応
者
等
を
確
認
し
た
。

令
和
３
年
９
月
１
日（
水
）

①
９
月
・
10
月
の
行
事
予
定

・
対
応
者
等
を
確
認
し
た
。

②
県
商
連
要
望
活
動
に
つ
い
て

・
9
月
20
日（
月
･
祝
）

　
　

県
選
出
国
会
議
員
と
の
意
見
交
換
会

　
（
要
望
活
動
）

・
9
月
24
日（
金
）

　
　

県
知
事
へ
の
要
望
活
動

・
今
年
度
の
会
頭
発
言
事
項
を
協
議

　

⑴
コ
ロ
ナ
関
連
給
付
（
社
会
保
険
・
労

災
保
険
等
）
の
１
本
化
、
簡
略
化
、
内

容
の
拡
充
等
、
⑵
多
発
す
る
自
然
災
害

に
備
え
た
菊
池
川
河
川
工
事
の
早
期
完

了
、
⑶
熊
本
ヴ
ォ
ル
タ
ー
ズ
の
ア
リ
ー

ナ
建
設
誘
致
に
つ
い
て
発
言
す
る
。

（
⑶
は
県
知
事
要
望
の
み
）

③ 
１
号
議
員
と
の
懇
談
会
に
つ
い
て

・
案
内
チ
ラ
シ
原
案
の
内
容
に
つ
い
て
精

査
、
協
議
、
修
正

・
今
年
度
の
進
行
役
は
副
会
頭
が
担
当

し
、
よ
り
話
し
易
く
す
る
。

総
務
委
員
会

第
16
回

令
和
３
年
９
月
14
日（
火
）

①
玉
名
市
商
工
会
と
の
合
同
懇
談
会
に
つ

い
て

・
日
時
：
令
和
3
年
11
月
24
日
〜
26
日
の

い
ず
れ
か

・
場
所
：
玉
名
市
民
会
館
他
玉
名
市
内
の

施
設

・
内
容
、参
集
範
囲
等
に
つ
い
て
は
総
務
委

員
会
案
を
正
副
会
頭
会
議
に
諮
り
、そ
の

後
開
催
す
る
委
員
会
に
て
詳
細
に
つ
い
て

協
議
す
る
。

商
工
会
議
所
の
動
き

（
各
種
会
議
報
告
）7
月
〜
9
月

本募集広告は、商工会議所会員向け保険制度の事務管理を行う有限会社石垣サービスが日本商工会議所の経営協力により作成したものです。

新型コロ
ナ

ウイル
ス

補償

（4）令和３年10月15日



安心して経済活動が
できるように！

コロナワクチン協働 (共同 ) 職域接種を実施しました

　令和３年７月２９日(木)～９月１５日(水)、九州看護福祉大学にて、コロナワクチンの職域接
種を行いました。これは玉名市の全面的な協力を得て実現したもので、商工業者の他、保育
士、学校教職員、九看大生などの職域を合わせて行い、当所からは144会員・900人以上の方
が接種しました。
　『ワクチン接種を進めることが最大の経済対策である。玉名市で働く方々が安心して仕事
に従事できるようにしたい。ひいてはこれが地域経済を支えることにつながる』との島本会頭
の考えに議員総会が同意し、藏原市長はじめ玉名市に共鳴いただいた結果、大きな成果を出
すことができました。
　接種会場では、医療関係のみなさま、九州看護福祉大、玉名市職員、当所職員を含むス
タッフそれぞれが協力し合い、ディレクターの指示のもと、大きなトラブルも無くスムーズに接
種を進めることができました。また多くの会員のみなさまに、ご理解、お申し込みをいただい
た事に、心より感謝申し上げます。

〈接種会場の様子〉

第250号（5）令和３年10月15日



『スピード感・実効性ある施策を！』　
熊本県商工会議所連合会 県知事に要望

　去る9月24日(金)、県庁にて、熊本県商工会議所連合会による県知事要望が行われ、当所から
は島本会頭、西川専務理事が参加しました。要望内容には、長期化するコロナ禍における経済
対策と、各地の課題である社会資本整備、地域・観光振興の促進、また令和２年7月豪雨災害か
らの復旧・復興支援を望むものとなっております。

　この中で当所島本会頭は、①コロナに感染した従業員に対する国の給付の統一、手続き簡素
化、内容拡充、②菊池川水系流域治水工事の早期実施、完了、③県営スポーツ施設の玉名市への
誘致について要望し、当市の課題解決に向けた支援を訴えました。

　当所としましては、ウィズコロナだけではなくアフターコロナも見据え、会員のみなさまと
現状を乗り切るとともに、将来に向けての地域経済に資する要望を行っていきます。また、安
心して経済活動を行える環境整備や、行政と連携した経営支援により、地域経済の発展に寄与
していきたいと考えます。

▲要望書を手渡す県商連久我会長

▼要望会場のようす
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● 新事業展開支援資金
 ・貸付限度 １企業5,000万円

（うち運転資金2,500万円）
 ・返済期間 10年以内（うち据置期間１年以内）
 ・金　　利 7年以内：1.9％
  7年超：2.0％（保証料：0.45～1.9％）
＊新分野への進出、異業種への転換及び経営革新、
高度技術の集積等により県内産業の振興・活性化
を図ることを目的とします。

● 小規模事業者おうえん資金
 ・貸付限度 2,000万円

（保証協会既保証残高との合計額内）
 ・返済期間 運転：5年以内（うち措置期間6カ月以内）
  設備：7年以内（うち措置期間6カ月以内）
 ・金　　利 1.3%～1.6%

（保証料:0.5～1.35% 要件により割引特例あり）

● 事業承継者おうえん資金
 ・貸付限度 5,000万円
 ・返済期間 10年以内（うち据置期間１年以内）
 ・金　　利 1.7%～1.8% (保証料:0.2%～0.5%)

● 金融円滑化特別資金
 ・貸付限度 １企業5,000万円（要件により別枠あり）
 ・返済期間 10年以内(うち据置期間１年以内)
 ・金　　利 1.3～2.3%以内

（保証料: 1.3%以内 要件により特例あり)

● 事業ローン（普通貸付）
 ・貸付限度 4,800万円
 ・返済期間 運転：  5年以内（特に必要な場合7年以内）
　　　　　　　　　　　　　　 （うち据置1年以内）
  設備：10年以内（うち据置2年以内）
 ・金　　利 1.11％～2.45%

ご相談はお気軽に
当所では、商工業者の方々の経営安定につながるよう、国・県・市の制度融資のあっせんに努めております。
個々の事業所に合った制度をご紹介しますので、どうぞお気軽にお電話、ご相談ください。

新型コロナウイルス感染症による影響を受けられた方は、
別途ご相談ください。

● マル経融資（無担保・無保証人）
 ・貸付限度 2,000万円
 ・返済期間 運転：  7年以内（うち据置1年以内）
  設備：10年以内（うち据置2年以内）
 ・金　　利 1.21％
 主な申込要件
○玉名商工会議所の経営指導を原則6カ月以上受け
ていること。
○商工業者（1年以上事業を行っている方）
※日本政策金融公庫の非対象業種等は対象外

（金利：R３.9.6現在）

制 度 融 資 の ご 案 内

● 特別小口資金
 ・貸付限度 1,000万円
 ・返済期間 30カ月・45カ月・60カ月
 ・金　　利 2.0％  ・ 2.1％ ・ 2.2％

（保証料率は熊本県保証協会の定めによる）

● 経営安定資金
 ・貸付限度 800万円
 ・返済期間 3年以内・5年以内・7年以内
 ・金　　利 2.1％   ・ 2.2％  ・ 2.3％　

（保証料率は熊本県保証協会の定めによる）

他にもいろいろな制度があります。各制度にはそれぞれ
要件がございますので、詳細は玉名商工会議所中小企業
相談所までお問い合わせください。

担当　経営指導員　松本・石原・荒木　Tel  (0968) 72－3106

●確定申告書および収支決算書（収支内訳書）を
２年分［個人事業者］

●決算報告書を２期分［法人事業者］

●決算後６カ月以上経過している場合は、最新の
試算表

　※以上は、既に提出済の分は必要ありません。

●設備資金の場合は見積書

ご相談の際に準備してください

■国の制度（日本政策金融公庫 熊本支店 国民生活事業）

■県の制度（主なもの） ■ 市 の 制 度
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する助成金・補助金！知って得
現在公募中、
これから公募される補助金生産性革命推進事業

その他の詳細は、各補助金HP（上記QRコード）をご確認ください。

事業再構築補助金

ものづくり補助金 持続化補助金一般型 持続化補助金
低感染リスク型ビジネス枠

補
助
上
限

原則１，０００万円
５０万円

※創業事業者（上限１００万円への引上
げ）の要件緩和あり

１００万円
※補助金総額１／４以内（最大２５万円）
を感染防止対策に充当可能。

補
助
率

【通常枠】 
 中小１／２・小規模２／３

 【低感染型】 
２／３

２／３ ３／４

今
後
の
締
切

８次
　2021年11月11日（木）
　17時まで

７次 
 　2022年２月４日（金）

※７次以降も複数回実施予定  

※書面は当日消印有効

第４回
　2021年11月10日（水）
第５回
　2022年１月12日（水）
第６回
　2022年３月９日（水）
※いずれも17時

①最低賃金枠の創設
最低賃金枠を創設し、業況が厳しく、最低賃金+30
円以内で雇用している従業員が全従業員の10％以上
の事業者について、補助率を3/4に引き上げ、他の
枠に比べて採択率が優遇されます。
※最低賃金は11ページ参照。

②通常枠の補助上限額の見直し
最低賃金引き上げの負担が大きい従業員数の多い事
業者への配慮として、従業員数が51人以上の場合は
補助上限が最大8,000万円まで引き上げられます。
・従業員数20人以下：100万円～4,000万円
・従業員数21～50人：100万円～ 6,000万円
・従業員数51人以上：100万円～8,000万円

詳細は　
コチラ

▲

生産性を向上したい
ブランド力を高めたい、
商品を宣伝したい

【第３回公募からの主な変更点】

③その他の運用の見直し
・売上高10％減少要件の対象期間を2020年10月以
降から2020年4月以降に拡大。

・売上高は増加しているものの利益が圧迫され、業
況が厳しい事業者を対象とするため、売上高10％
減少要件は、付加価値額の減少でも要件を満たす
ことになります。

・本補助金を活用し、新たに取り組む事業の「新規
性」の判定において、「過去に製造等した実績が
ない」から「コロナ前に製造した実績がない」に
改められます。

【公募】　第4回の公募の開始は、事業再構築補助金
HP（右上のQRコード）をご確認ください。

　　　　第５回まで実施予定
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生産性を向上させ、「事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）」の引上げを図る
中小企業・小規模事業者を支援する助成金です。事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、設備投資など（機
械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練）を行った場合に、その費用の一部が助成されます。

助成金額上限は、賃金の引上げ金額や引上げ人数に応じて最大600万円。助成率上限は9/10又は4/5です。
PC、スマホ、タブレットの新規購入、貨物自動車などの購入も、生産性向上などの条件を満たせば対
象になります。
※最低賃金は11ページ参照。

働き方改革

補助金・助成金のご相談は　玉名商工会議所　中小企業相談所（松本・石原・荒木）まで

ご注意！　※募集期間内であっても、予算枠を超える場合など申請できないことがあります。
その他にもさまざまな支援策があります。会報でタイムリーにご紹介するのは難しいため、以下のようなサイト（当所ＨＰにもリ
ンクあり）、または各省庁のHP等で検索し、タイミングを逃さないようにしてください。
ミラサポplusでは、中小企業向けの支援策情報のほか、活用事例も探せます。また、玉名商工会議所LINEでも情報発信してま
いりますので、ぜひご登録ください！

補助金の申請は、基本的に電子申請です

https://www.jgrants-portal.go.jp/

gBizIDプライムの発行は書類に問題がない場合は1週間程度で発行されます。
補助金締切間近になると時間を要する場合がありますので、お早目の申請をお勧めします！

☆電子申請に必要なIDを取得しよう！ ☆補助金等の電子申請専用サイト！

https://gbiz-id.go.jp/top/

＜業務改善助成金＞

職場生活と家庭生活が両立できる“職場環境づくり”を支援します。
出生時両立支援コース（子育てパパ支援助成金）は、男性労働者が育児休業や育児目的休暇を取得しや
すい職場風土作りに取り組み、育児休業や育児目的休暇を取得した男性労働者が生じた事業主に支給さ

れます。（例：中小企業で1人目の育休取得で生産性要件を満たした場合72万円の助成。育休目的休暇
の導入・利用で生産性要件を満たした場合36万円の助成など。）
その他、介護離職防止支援コース、育児休業等支援コースがございます。

また、新型コロナウイルス感染症対策特例として下記のものが新設されます。

「育児休業等支援コース（新型コロナウイルス感染症対応特例）」
新型コロナウイルス感染症への対応として、臨時休業等をした小学校等に通う子どもの世話を行う
労働者に対し、有給の休暇を取得させた事業主は助成金の対象となります。
助成額：1人あたり5万円　1事業主につき10人まで（上限50万円）

「介護離職防止支援コース（新型コロナウイルス感染症対応特例）」
新型コロナウイルス感染症への対応として、介護のための有給の休暇制度を設け、
ご家族の介護を行う労働者が休みやすい環境を整備した中小企業事業主に支援されます。
助成額：合計5日以上10日未満 20万円
　　　　合計10日以上  35万円

＜両立支援等助成金＞

詳細はコチラ
▼

詳細はコチラ
▼

詳細はコチラ
▼

詳細はコチラ
▼

玉名商工会議所LINE 制度を探す
（制度ナビ）

事例を探す
（事例ナビ）
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熊本労働局 総務部 労働保険徴収室　ＴＥＬ（０９６）２１１ー１７０２

11月は「労働保険適用促進強化期間」です

821円です。
　この最低賃金は、県内すべての事業所、労働者（常
用、臨時、パート、アルバイト含む）に適用されます。
　なお、厚生労働省では、以下のとおり最低賃金引上
げに向けた中小企業への支援事業を実施しています。
 詳細は、熊本労働局労働基準部賃金室または、玉名
労働基準監督署へお尋ねください。

時間額

熊本県
最低賃金
熊本県最低賃金が令和３年
10月１日から改定されました。
新しい最低賃金額は、

熊本労働局労働基準部賃金室
（TEL 096-355-3202）
玉名労働基準監督署 
（TEL 0968-73-4411）

必ずチェック最低賃金！使用者も、労働者も。

　事業主の皆様、「労働保険」の加入はお済みでしょうか。
　「労働保険」とは、労災保険と雇用保険を合わせた総称で、政府が管掌する保険制度です。
　この「労働保険」は事業の種類や規模に関わりなく、農林水産業の一部を除いて、労働者を一人でも雇用
している事業主は、加入手続きを行い労働保険料を納付しなければなりません。
　しかしながら、サービス業等を中心に、加入手続がされていない事業場が、かなりの数残っております。
　労働者の方が業務上や通勤途中において負傷したり、病気にかかったり、あるいは不幸にも死亡された
場合に必要な労災保険給付が受けられるように、また、リストラや倒産等により失業した場合の失業給付
や、在職中における育児及び介護休業給付等が受けられるよう、速やかに保険の加入手続きをされますよ
うお願いします。
　なお、労働保険制度や加入手続きのお問い合わせは、最寄りの労働基準監督署かハローワーク（公共職
業安定所）または、熊本労働局労働保険徴収室へお気軽にお尋ねください。

＊時間　午前  ７時30分～
　　　  午前11時30分
＊場所　立願寺公園（足湯公園）

＊時間　午前  ７時30分～
　　　  午前11時30分
＊場所　立願寺公園（足湯公園）

○実行委員会では湯けむり朝市に出店していただける方を募集
しております。朝市についての詳細や出店希望される方は事務
局までお気軽にお問い合わせください。

次回の朝市は…

●10月17日（日）
●11月21日（日）

※天候等によりやむを得ず
延期や中止となる場合が
ございます

　毎月第３日曜日に、立願寺公園にて軽トラ朝市を開催しています。採れ
たて野菜や海産物、和洋菓子、手作り雑貨などがたくさん並び販売されて
います。
　毎月内容が変わる大好評の空くじなしのガラポン抽
選会やステージイベント、フリーマーケットも開催してい
ますので、お誘い合わせのうえ、ぜひお越しください！

【お問い合わせ】玉名立願寺マルシェ湯けむり朝市実行委員会事務局
　　　　　　　（玉名商工会議所内）ＴＥＬ（０９６８）７２―３１０６

玉名立願寺
マルシェ 湯けむり朝市

今年度の開催予定日
・１２月１９日（日） ・１月１６日（日）
・２月２０日（日） ・３月２０日（日）
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　玉名商工会議所では右記のとおり定期
相談会を毎月開催しております。
　また、完全予約制にてオンライン相談会
も実施しております。

事業資金を検討中の方、
ぜひ相談会をご利用ください。
（直接、公庫の担当者に相談できます。）

相談日

時　間

毎月第2火曜日

午前10時～午後2時

お問い合わせ先

玉名商工会議所
中小企業相談所

☎(0968)72-3106
【担当】松本、石原、荒木

日本政策金融公庫の定期相談会・
オンライン相談会

☆ご相談を希望される方は事前にご連絡
　ください。

要予約

青色申告会がつくった「初心者にやさしい」会計ソフトです。
『ブルーリターンA』は、青色申告会の50年にわたる指導実績をもとに、勘定科目
の設定や取引の入力方式に独自のアイデアを盛り込んだ個人事業者に最適なパ
ソコン用会計ソフトです。

日々の取引をスムーズに入力（記録）していただくために、4つの入力方式を用意しました。ご自分の簿記・
パソコン習熟度に合わせてお好きな入力方法を選べます。いずれを使用しても複式簿記のルールに則って
仕訳（取引データ）が保存されます。

初めての方でも安心！
　　　　充実機能で使いやすい！
初めての方でも安心！
　　　　充実機能で使いやすい！

玉名青色申告会 玉名市高瀬290－1（玉名商工会議所内）
TEL72－3106 FAX72－3110（青色申告会担当）

個人事業者の方
次の業種は標準的な勘定科目が設定されています。
小売・卸売業、製造業、理容・美容業、飲食業、建設業、
サービス業、運送業、農業、不動産貸付業、その他

18,000円(税別)

9,000円(税別)

27,000円(税別)

本体価格
保守料(3年間分)
合計価格

対応事業者

対応業種

複式簿記の知識があまりない方でも、画面に表示される質問に答えるだけでスムーズに仕訳が作成
されます。

現金、普通預金、当座預金、売掛金、買掛金の各出納帳の入力ができます。補助科目が設定してある
場合、補助科目別に取引入力が可能で、通帳別・得意先別に残高管理することができます。

1.メニュー入力

2.帳簿入力

複式簿記、パソコン習熟者向けの入力方式です。
行複写、一括登録機能などを利用することにより、一度に複数の取引を入力できます。3.仕訳帳入力

市販されている振替伝票と同じ様式です。
複式簿記を理解され、振替伝票で記帳されている方に便利な入力方式です。4.振替伝票入力

●価格及び保守料金について

お申し込み・
お問い合わせ

●こんな方におすすめです!

●入力方式

★毎年の税制改正等に対応したソフトをお届けするため、保守料を承ります。

パソコン用会計ソフトブルーリターンA
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　適格請求書（インボイス）を交付する
事業者となるには、事前に登録申請が必
要です。
　消費税の免税事業者の方、免税事業
者と取引がある課税事業者の方も今か
ら徐々に準備を始める必要があります。

事業者の皆様
へ
令和3年10月1日（金）

消費税のインボイス制度 登録申請受付開始！
国税庁ホームページのインボイス制度特設サイト

インボイス制度に関する一般的なご質問、ご相談は、

消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター
専用ダイヤル ０１２０－２０５－５３３（無料）
受 付 時 間 ９:００～1７:００（土日祝除く）

【支給額（上限）】　法人１０万円／月　　個人事業者５万円／月 
　　　　　　　　　　   ※酒類販売事業者は、国の「月次支援金」または一時金に上乗せして支給されます。

【申　請　期　間】　１０月１日（金）～１１月３０日（火）

【申 請 方 法】
オンライン
（電子）申請

※郵送申請も可能

制度の【 詳しい情報 】 

【相談ダイヤル】 熊本県一時金コールセンター ０９６－３８７－１５１５ （９:００～1７:００（平日のみ））

（右ＱＲコード）では、
・制度の概要
・YouTube国税庁動画チャンネル
・オンライン説明会情報
などをご覧いただくことができます。

熊本県事業継続・再開支援一時金
（令和３年８月、９月分）申請受付開始

（12）令和３年10月15日



本募集広告は、商工会議所会員向け保険制度の事務管理を行う有限会社石垣サービスが日本商工会議所の経営協力により作成したものです。

　セミナー、イベント情報、融資・補助金等の支援情
報、重要なお知らせ、新型コロナウイルス関連など、
様 な々情報をトーク、タイムラインにて発信中！

ホームから右上の「+」をタップ
⇒友だち追加画面
・「QRコード」でQRコードをスキャン
　　　　　　または

・「ID検索」で＠314jmdiaを入力

※LINEの
バージョン
により
仕様が異なる
場合が
あります。

“会議所のLINE”友だち募集中！
すばやく、無料で、ワンタップで確認できます。

友だち追加のしかたは２種類

@314 jmd i a

お問い合わせ・お申込み先は
玉名商工会議所中小企業相談所まで
玉名市高瀬290-1
TEL72-3106・FAX72-3110

☆中小企業の皆さまへ～こんなお悩みはありませんか？～

エキスパートバンク（経営・技術強化支援事業）」制度は、経営・技術面の対策にお困りの小規模企業の皆
さまを問題解決に向けてサポートする制度です。「中小企業診断士」「税理士」「社会保険労務士」「司法
書士」「弁理士」「ＩＴ関連」「接客・接遇関連」など各方面のエキスパートを事業所へ派遣し、具体的・実
践的なアドバイスを行います。
費　　用： 無料です。（但し、指導を行う際に必要な材料費等は実費負担となります。）
対　　象： 小規模企業（商業・サービス業は5人以下、製造業・建設業などは20人以下）が対象となります。
利用方法： 商工会議所にご相談ください。相談内容を確認し、登録エキスパートを当所で選出後、事業所に派遣します。

経営、特許、店舗設計・診断、労務、情報関連、
デザイン、創業、会計・税務など

経営計画の作成や
資金繰りについて
アドバイスを受けたい！

労務管理・
就業規則を
整備したい！

まずは

お気軽
に

ご連絡

ください
！！

インターネットを
ビジネスに
活用したい！

人材の
レベルアップを
図りたい！ などなど…

相談事例

そんな時には、エキスパートバンク制度がお役に立ちます！！そんな時には、エキスパートバンク制度がお役に立ちます！！
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一般的な対策で被害防止は可能
　独立行政法人情報処理推進機構（ＩＰＡ）では、経済産業省の告示に基づき、被害の状況把握や対策検討

を目的とし、コンピュータウイルス・不正アクセスに関する届け出を受け付けている。２０２１年上半期（１～

６月）に届け出のあった被害について全体を通して見ると、これまでと同様に、一般的によく知られたセキュ

リティー対策を実施していれば、被害を防ぐことができたと思われるものが多かった。

　今回は届け出の中から特徴的な被害事例を二つ紹介する。

■事例①返信を装うメールによりウイルスに感染した被害
　不審なメールを受信した従業員が利用している仮想デスクトップ環境がウイルスに感染した。調査したと

ころ、メールに添付されていたＺＩＰファイルには、マクロ付きのＥｘｃｅｌのファイルが含まれていた。また、

そのマクロにより外部からウイルスをダウンロードする動作が確認できたことから、感染が判明した。仮想

デスクトップ環境をリセットすることで回復を図り、また再発防止策として従業員への教育を実施すること

とした。

　同事例では、正規の返信メールを装うことで受信者（攻撃対象）の警戒心を薄れさせて、添付ファイルを

開かせようとする手口が使われており、今後も同様な手口による攻撃が行われることが懸念される。システ

ム管理者が実施できる対策として、メールサーバやパソコンでのウイルス対策の徹底と、利用者に対する

「不審なメール、ファイルは開かない」「Ｏｆｆｉｃｅ文書のマクロは安易に有効にしない」といった啓発が必

要である。

　これらを多層の防御策として実施しつつ、可能であれば、マクロ機能の無効化を標準の設定とすること

や、ウェブゲートウェイのセキュリティー装置により、不審な外部サイトへの通信を遮断することも有効であ

ると考える。

■事例②ＮＡＳの脆弱性を悪用されたランサムウェア感染
　ＮＡＳ上の30万個以上のファイルが暗号化され、脅迫文が書かれたファイルが残されていた。調査したと
ころ、ＮＡＳに脆弱（ぜいじゃく）性が存在しており、ＮＡＳを攻撃するランサムウェアに感染したと思われる

状況であった。ベンダーから提供された駆除ツールとファイル復元ツールにより復旧を試みたが、一部のファ

イルは復元できなかった。最新のファームウェアに更新し、不要な機能を無効化して再発防止を図った。

　同事例では、ＮＡＳをインターネットから直接アクセスできるように設定していた。外部からのアクセス

を可能にすることは、攻撃者にとってもアクセスが容易になることを意味するため、より一層のセキュリ

ティー対策が必要になる。また、ＮＡＳに限らず、ＶＰＮ装置やブロードバンドルータといったネットワーク機

器についても同様のことがいえる。これらの機器へのセキュリティー対策の重要性を認識し、随時脆弱性情

報を入手できる体制として、速やかな適用が可能なように手順やリソースなどを確立しておくことが重要で

ある。

早期発見へ事例の詳細を公表
　各事例の詳細や、その他の被害事

例については、ＩＰＡのホームページ

に報告書が掲載されているので確

認してほしい。同様被害の早期発見

や未然防止といったセキュリティー

上の取り組みの促進につながるこ

とを期待する。
（独立行政法人情報処理推進機構・

江島将和）

会議所ニュース9月21日号

（日本商工会議所発行）より転載

中小企業のセキュリティー対策
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アクサ生命は商工会議所と協力して健康経営を推進しています。

健康経営は、アクサ生命がサポートします！

お問合せ先 熊本城北営業所
※「健康経営」はNPO法人健康経営研究会の登録商標です。

☎ 0968-72-2947
AXA-A2-2020-0076/847 2020.04.10

～さらなる企業の発展のために～～さらなる企業の発展のために～

健康経営に取り組みませんか？健康経営に取り組みませんか？

健康経営優良法人認定の申請までサポート

髙瀬蔵のご利用に関する、詳しい内容は、NPO法人髙瀬蔵
までご連絡ください。
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員
の
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ＮＰＯ法人髙瀬蔵
TEL（0968）72‐2480

１１月～１２月イベント情報１１月～１２月イベント情報
●高瀬界隈巷間噺第１6話
　「菊池川の宝さがし」
日　時:１１月６日（土）
開　場：１３：００　開　会：１３：３０　閉　会：１５：００
話し手：
・菊池川と生きものの話
　濱崎義朋くん、濱崎銀士郎くん（玉名町小学校6 年生）
・菊池川と人びとのくらしの話
　竹田宏司さん（玉名市立歴史博物館こころピア）
参加費：無料
申込・お問い合わせ：NPO法人髙瀬蔵
TEL・FAX：０９６８-７２-２４８０
E-MAIL：info@takasegura.jp
主　催：ＮＰＯ法人高瀬蔵・玉名市立歴史博物館こころピア

●高瀬界隈巷間噺第１８話
　中国人海商「林均吾」と玉名で没した朱印船貿易家たち
　～玉名市指定史跡「明人林均吾墓」建立400年～
日　時:１１月２６日（金）
開　場：１８：３０　開　会：１９：００　閉　会：２０：３０
話し手：荒木隆宏さん（日本考古学協会員）
参加費：５００円
主催 / お問合せ ： NPO法人髙瀬蔵
TEL・FAX：0968-72-2480　
HP：https://takasegura.jp/
（お問い合わせフォームからお願いします）

●高瀬界隈巷間噺第１6話
　「菊池川の宝さがし」
日　時:１１月６日（土）
開　場：１３：００　開　会：１３：３０　閉　会：１５：００
話し手：
・菊池川と生きものの話
　濱崎義朋くん、濱崎銀士郎くん（玉名町小学校6 年生）
・菊池川と人びとのくらしの話
　竹田宏司さん（玉名市立歴史博物館こころピア）
参加費：無料
申込・お問い合わせ：NPO法人髙瀬蔵
TEL・FAX：０９６８-７２-２４８０
E-MAIL：info@takasegura.jp
主　催：ＮＰＯ法人高瀬蔵・玉名市立歴史博物館こころピア

●高瀬界隈巷間噺第１８話
　中国人海商「林均吾」と玉名で没した朱印船貿易家たち
　～玉名市指定史跡「明人林均吾墓」建立400年～
日　時:１１月２６日（金）
開　場：１８：３０　開　会：１９：００　閉　会：２０：３０
話し手：荒木隆宏さん（日本考古学協会員）
参加費：５００円
主催 / お問合せ ： NPO法人髙瀬蔵
TEL・FAX：0968-72-2480　
HP：https://takasegura.jp/
（お問い合わせフォームからお願いします）

蔵 通 信

★新型コロナウィルス感染防止のため、入場の際は、
マスク着用、手洗い消毒をお願いします。
また、感染の状況によっては変更になる場合があります。

★新型コロナウィルス感染防止のため、入場の際は、
マスク着用、手洗い消毒をお願いします。
また、感染の状況によっては変更になる場合があります。
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「
た
ま
な
未
来
創
造
塾
」

の
運
営
に
つ
い
て
は
、
玉
名

市

と
、C

SV

（Creating 

第1期　たまな未来創造塾
～玉名はもっと輝ける！地域の中から新たな価値を～

北
稜
高
校
で
講
義
を
行
い
ま
し
た

  8/26（木）
13：30～16：30
  9/14（火）
13：30～16：30
  9/30（木）
13：30～16：30
10/14（木）
13：30～16：30
10/28（木）
13：30～16：30
11/  2（火）
13：30～16：30
11/  9（火）
13：30～16：30
11/25（木）
13：30～16：30
12/  7（火）
13：30～16：30
  1/11（火）
13：30～16：30
  1/27（木）
13：30～16：30
  2/  2（水）
13：30～16：30
  2/24（木）
13：30～16：30
  
3/  5（土）
14：30～17：30

日　付 内　容

オリエンテーション、開講式

地域活性化論①地域活性化とは？

「地方創生から考える
　　　　　　地域課題と地域活性化」

「データから見る玉名の地域課題」

「たなべ未来創造塾の取り組みと実例」

「地域実例」

「地域活性化論　子育て世代」

「子育ての輪づくり」

「超高齢化社会ビジネスの可能性」

「食品産業と農業の連携を目指して」

「演習①～1行コンセプト～」

「演習②～3行コンセプト～」

「演習③～中間プレゼン～」

・最終プレゼンテーション
・修了証授与
・トークセッション＝高校生×塾生

玉名市主催の『第 1 期　たまな未来創造塾～玉名はもっと輝ける！地域の中から新た
な価値を～』が開催されるにあたり、参加者数 11 名のうち 5 名を当青年部より輩出
いたします。地域を支える青年経済人として、積極的な姿勢で挑みたいと思います。
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スケジュール

〈講義のようす〉
上：西田　理 氏
下：宮本輝邦 氏
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：
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値

の
創
造
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シ
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熊
本

大
学
熊
本
創
生
推
進
機
構　

金
岡
省
吾
教
授
の
協
力
を
得

て
、
金
融
機
関
や
商
工
関
係

団
体
か
ら
の
支
援
を
い
た
だ

く
中
で
、「
産
学
官
金
」
が
一

体
と
な
っ
た
支
援
体
制
を
構

築
し
、
塾
生
に
よ
る
ビ
ジ
ネ

ス
プ
ラ
ン
の
立
案
を
全
面

バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
す
る
も
の
と

な
っ
て
い
ま
す
。

（16）令和３年10月15日 青年部だより


